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1.はじめに 

弊社は、「社会・経済活動を担う高速道路の安全・安

心・快適を提供するため、新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ感染症が流行する

中でも、必要な感染防止対策を行ったうえで、基本的に

これまで通り実施していく」というﾈｸｽｺ中日本の基本方針

を踏まえ、会社として継続すべき最低限の業務（路面清

掃、緊急事故復旧、路面補修など）及び雪氷対策作業を

履行すべく、新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ感染症拡大防止対策(以下、「新

型ｺﾛﾅ対策」という)を実施し事業継続を図っている。 

今回は、金沢支社及び弊社の重点施策である雪氷対策

作業における新型ｺﾛﾅ対策の取組を紹介するものである。 

2.現況と問題点 

金沢支社管内は、北陸道・東海北陸道・舞鶴若狭道の 3

路線を担当しており、雪氷対策作業の起点となる雪氷基地

の施設は、20IC･23個所に設置され、延べ 40,000人程度

が雪氷対策作業に従事している。 

雪氷対策期間は、11月 15日から翌年 4月 15日の間で

あり、特に 12月中旬から 2月下旬は、厳冬期と位置付け

され凍結防止剤散布・除雪作業に必要な運転手・助手の常

駐拘束期間(夜間)として、降雪の有無に関係なく、その対

象従事者を雪氷基地に待機させている。 

待機するｽﾍﾟｰｽは、その雪氷基地で常駐拘束が必要な人

数に対して、一般的には１部屋に 2段ベッドを 5基設置し、

10人が待機できるよう雪氷基地の既設詰所が設置されて

いるが、新型ｺﾛﾅ感染拡大の観点から鑑みると 3密状態で

ある。 

また、ｼｬﾜｰﾙｰﾑ・食堂・喫煙所・基地連絡員室について

も、複数の従事者が使用するため、同様の状態である。 

雪氷対策作業従事者は、50代以上の方が５割程度を締

めており、新型コロナに感染すると重篤な状態に陥る心配

がある。従来でも雪氷従事者の人集めに苦労するところに、

輪をかけて人手不足が懸念される状況となった。 

3.雪氷基地施設の 3密対策 

1)待機ｽﾍﾟｰｽ確保の標準的な考え方 

新型ｺﾛﾅ対策を考慮して、雪氷基地の待機ｽﾍﾟｰｽ等の方針を

次のとおりとし、図-1に待機ｽﾍﾟｰｽの間仕切りﾊﾟﾀｰﾝを示

す。 

① 新型ｺﾛﾅ対策は、1人 1部屋が望ましいが、現状での確

保は難しいことから待機部屋を間仕切りし、必要な待

機ｽﾍﾟｰｽを確保するものとする。 

② 待機ｽﾍﾟｰｽの使用は、1か所当たり 1人を標準とする。 

③ 待機ｽﾍﾟｰｽの数は、常駐人数分を確保する。なお、既

設の建物で常駐人数分を収容できない場合は、仮設ﾊｳ

ｽ等で対応するものとする。 

④ 待機ｽﾍﾟｰｽには、2段ﾍﾞｯﾄﾞを設置し、常駐数を超える招

集や応援派遣があった場合は、待機ｽﾍﾟｰｽ1か所当たり

「運転手と助手」の2人（作業の特性上、濃厚接触が避

けられない）を最大人数として、2段ﾍﾞｯﾄﾞを上下使用

し待機するものとする。 

 

2)新型ｺﾛﾅ対策用ﾓﾃﾞﾙﾙｰﾑと見学会 

各雪氷基地の環境に応じた新型ｺﾛﾅ対策を検討するため、

金沢森本基地の詰所・共有ｽﾍﾟｰｽにて、上記方針に基づい

た先行改修を行いﾓﾃﾞﾙﾙｰﾑとして、各事業所への見学会を

開催した。 
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3)3密対策を考慮した仮設ﾊｳｽの増設 

既設の待機ｽﾍﾟｰｽで収容できない雪氷従事者のために、

雪氷基地に隣接して 3密対策を考慮した仮設ﾊｳｽを増設し

た。表-1のとおり 3密対策を考慮した場合、既設詰所に

は 434人収容となり、不足分 432人を収容すべく仮設ハウ

スを増設した。 

 

 

4.雪氷従事者確保に向けた補助金 

新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ感染により業務遂行の支障が懸念される中、

雪氷対策作業を円滑に行うべく、雪氷対策作業受注者の

実施する新型ｺﾛﾅ対策に係る費用の補助として、雪氷従事

者確保のための特別手当とその他弊社が認めたｺﾛﾅ対策費

の一部を支払うこととした。 

5.雪氷従事者の新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ感染確認と体調管理 

1)雪氷基地共有ｽﾍﾟｰｽの定期消毒作業 

接触感染を防止として、雪氷基地及び仮設ﾊｳｽの共有ｽﾍﾟ

ｰｽの従事者自身による消毒作業はもちろんのこと、専門の

消毒会社により定期的に消毒作業を行うこととした。万

が一新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ感染者が発生した場合、消毒作業が緊急

的かつ速やかに実施できるように上記消毒専門会社にて

体制を整えた。 

2)体温測定(自宅・雪氷詰所)の実施 

雪氷従事者の体調管理のため、電子体温計を個人配布

（約 1,300 人分）して、自宅を出発する前と雪氷基地での

待機中に定期的に体温測定を実施し、新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ感染者

の早期発見に努めた。 

3)感染症対策備品（寝袋・ﾏｽｸ・手指消毒液等） 

通常は、複数の雪氷従事者が 2段ベッドの寝具を共有し

ているが、新型ｺﾛﾅ対策の一環として、寝袋を個人配布(約

1,400人分:応援派遣者含む)した。 

また、ﾏｽｸの個人配布(60,000 枚準備)し、手洗い石鹸・

消毒液等を雪氷基地内に配備して、感染予防対策に努めた。 

6.新型ｺﾛﾅ対策説明会の開催とﾘｰﾌﾚｯﾄ配布 

雪氷対策作業に従事する者は、新規入場者が少なく

年々高齢化の一途を辿っている状況の中、更なる人手不足

が懸念されるため、上記で述べた弊社の取組状況を事前に

受注者へ説明する必要があると判断し、人確保に余裕のあ

る時期(2020 年 9 月 4 日)に新型ｺﾛﾅ対策説明会を開催した。 

7.雪氷基地使用ﾙｰﾙの策定 

新型ｺﾛﾅ対策は、雪氷基地に待機する雪氷従事者の協力

が不可欠であり、食事やﾄｲﾚ・喫煙所使用等、新型ｺﾛﾅｳｨﾙｽ

に感染しないための過ごし方を実践していただく必要があ

るため、「雪氷基地使用ﾙｰﾙ」を策定し、安全大会・新規

入場者教育にﾘｰﾌﾚｯﾄなどを用いて従事者への教育・周知を

行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.おわりに 

上記で紹介した取組に関して、弊社と受注業者が協力

して新型ｺﾛﾅ感染防止対策を行った結果、延べ44,000人の

従事者等に一人の感染者も出さずに業務遂行が達成された

が、引き続き新ｺﾛﾅ対策を実施し、高速道路の安全・安心

を提供できるよう、ｸﾞﾙｰﾌﾟ一体となって時代の変化に対応

した業務を継続していきたい。 

 

以 上 


